
相
談
内
容

　

数
年
前
に
妻
が
亡
く
な
っ
て
、

一
人
暮
ら
し
に
な
っ
た
。
年
金

収
入
だ
け
で
は
生
活
で
き
ず
、

親
戚
や
銀
行
、
消
費
者
金
融
な

ど
か
ら
お
金
を
借
り
た
。

　

返
済
と
支
払
い
に
追
わ
れ
、

税
金
も
滞
納
し
た
ま
ま
に
な
り
、

ま
す
ま
す
生
活
が
苦
し
い
。
自

己
破
産
し
た
い
。

�

（
80
歳
代
・
男
性
）

ア
ド
バ
イ
ス

　

相
談
者
は
、
も
と
も
と
家
計

運
営
は
妻
に
任
せ
き
り
で
し
た
。

家
計
運
営
に
詳
し
く
な
い
ま
ま

一
人
暮
ら
し
に
な
り
、
高
齢
に

な
っ
た
こ
と
で
判
断
力
も
衰
え
、

収
入
に
そ
ぐ
わ
な
い
家
計
運
営

を
行
っ
た
こ
と
が
、
多
額
の
債

務
の
原
因
で
し
た
。

　

今
回
は
、
一
定
の
年
金
収
入

が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
無

駄
な
出
費
の
見
直
し
を
ア
ド
バ

イ
ス
す
る
こ
と
で
、
数
年
以
内

の
債
務
整
理
が
可
能
で
し
た
。

多
重
債
務
を　
　
　
 

解
決
す
る
ポ
イ
ン
ト

　

府
中
市
で
は
一
時
減
少
し
て

い
た
多
重
債
務
の
相
談
が
、
最

近
再
び
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
特
に
、
収
入
が
十
分
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
務
を
抱

え
た
高
齢
者
世
帯
の
相
談
が
増

え
て
き
て
い
ま
す
。

１
．
原
因
を
知
り
ま
し
ょ
う

　

今
回
の
相
談
者
は
、
家
計
の

や
り
く
り
の
仕
方
が
債
務
の
原

因
で
し
た
。

　

原
因
を
特
定
し
な
け
れ
ば
、

根
本
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
再
び
債
務
を
つ
く
っ
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

２
．
債
務
整
理
を
し
ま
し
ょ
う

　

一
定
の
収
入
が
あ
る
場
合
、

権
利
関
係
の
調
整
を
す
る
な
ど
、

債
務
の
額
や
個
々
の
状
況
に
応

じ
た
返
済
の
方
法
を
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
収
入
が
生
活
保
護
基

準
に
満
た
な
い
、
あ
る
い
は
無

収
入
で
あ
る
場
合
、
残
さ
れ
た

手
段
は
自
己
破
産
と
な
り
ま
す
。

３
．
返
済
計
画
に
沿
っ
た 

　
　
生
活
設
計
を
立
て
ま
し
ょ
う

　

お
金
の
使
い
道
に
優
先
順
位

を
付
け
、
無
理
の
な
い
返
済
計

画
を
立
て
ま
す
。
返
済
終
了
ま

で
き
ち
ん
と
自
己
管
理
し
ま
し

ょ
う
。
一
人
で
不
安
な
場
合
、

社
会
福
祉
協
議
会
の
生
活
支
援

な
ど
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

多
重
債
務
は
必
ず
解
決
で
き

ま
す
。
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
情
報

～
「
借
金
が
多
額
に
！
生
活
が
苦
し
い
」
～

　県内河川のいたるところで、ブラックバスなどの外来魚に
よる、生態系や漁業への被害が問題となっています。これら
の外来魚の生息数を減らすため、江の川水系の公共水面にお
けるブラックバスなどの再放流（リリース）を禁止する指示
が出されています。釣り上げたブラックバスなどは、再放流
せず、必ず持ち帰ってください。
対象魚種　オオクチバス、コクチバス、ブルーギル
対象区域　広島県内の江の川水系の公共水面
※詳しくは、お問い合わせいただくか、広島県のホームペー
ジをご覧ください。
問い合わせ先　広島県内水面漁場管理委員会
　（☎０８２-５１３-５１７２）

府中市消費生活センター
（☎４３-７１０６）
※市役所南棟にあります。

相談日　　　　　　　　　
　毎週月・火・木・金曜日
　10時～12時、13時～16時
※祝日・年末年始は除く。

相談日

　２月24日（水）13時～16時
※電話予約も受け付けます。

　上下町民会館で            
　消費生活出張相談

消費生活に関する相談場所

釣ったブラックバスなどを
再放流しないでください

バスフィッシングをされる皆さんへ
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